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百 年 に 一 度 と い わ れ る 世 界 の 金 融 危 機 を う け 、 わ が 国 経 済 は 、 雇 用 情 勢 の 悪

化 、 企 業 の 資 金 繰 り の 悪 化 、 内 需 の 停 滞 な ど 極 め て 厳 し い 状 況 に 見 舞 わ れ て お

り 、 先 行 き 不 透 明 な 経 済 情 勢 が 続 い て い ま す 。 ま た 、 少 子 高 齢 化 の 進 行 や 人 口

減 少 へ の 転 換 と い っ た 大 き な 構 造 変 化 や 、 情 報 化 社 会 の 進 展 、 環 境 問 題 へ の 意

識 の 高 ま り な ど の 社 会 状 況 の 変 化 の 中 で 、国 は 活 力 あ る 経 済 社 会 の 創 造 に 向 け 、

聖 域 な き 構 造 改 革 に 取 り 組 ん で い ま す 。  

 こ の 構 造 改 革 の も と 、「 官 か ら 民 へ 」と い う 規 制 緩 和 や「 国 か ら 地 方 へ 」と い

う 地 方 分 権 の 推 進 な ど 広 範 に わ た る 見 直 し が 行 わ れ 、 こ れ ま で の 地 方 自 治 体 行

政 の あ り 方 を 根 本 的 に 見 直 す 改 革 の 必 要 性 が 生 じ て い ま す 。  

 地 方 財 政 に お い て も 、 三 位 一 体 の 改 革 と し て 、 国 か ら 地 方 へ の 税 源 移 譲 を 前

提 と し て 国 庫 補 助 ・ 負 担 金 を 限 定 的 に 廃 止 、 縮 小 し 、 地 方 交 付 税 総 額 を 抑 制 す

る と い う 、 国 と 地 方 の 税 財 政 制 度 の 大 幅 な 見 直 し が 進 め ら れ 、 先 行 き は 極 め て

不 透 明 な も の と な っ て い ま す 。  

 平 成 17 年 10 月 に 誕 生 し た 本 市 の 財 政 は 、経 済 の 低 成 長 基 調 の 定 着 や 少 子・

高 齢 化 等 に よ り 市 税 収 入 の 伸 び が 期 待 で き ず 、 将 来 の 財 源 確 保 の 見 通 し は 極 め

て 厳 し い 状 況 と な っ て い ま す 。 一 方 、 地 方 分 権 の 進 展 、 市 民 ニ ー ズ の 多 様 化 な

ど に よ る 行 政 需 要 の 増 大 に よ り 、歳 出 は 確 実 に 増 大 す る 見 込 み と な っ て い ま す 。 

こ う し た 中 、 本 市 の 行 政 改 革 は 、 合 併 後 の ま ち づ く り の 指 針 と し て 策 定 さ れ

た 「 杵 築 市 総 合 計 画 」 の 将 来 像 「 歴 史 と 文 化 の 薫 り 高 き  豊 か な 感 性 が あ ふ れ

る ま ち 」 の 実 現 に 向 け て 、 平 成 18 年 6 月 に 策 定 し た 「 新 た な 行 政 改 革 大 綱 」

（ 平 成 18 年 度 ～ 平 成 21 年 度 ） を 契 機 と し て 、 実 施 計 画 で あ る 「 集 中 改 革 プ

ラ ン 」 に 従 っ て 、 行 政 改 革 に 取 り 組 み 、 市 民 サ ー ビ ス の 向 上 と 行 政 運 営 の ス リ

ム 化 、 効 率 化 を 推 進 し て き ま し た 。  

 こ の 「 第 ２ 次 行 政 改 革 大 綱 」 は 、 杵 築 市 が こ れ ま で 進 め て き た 改 革 の 大 き な

流 れ を 加 速 さ せ 、 さ ら に 市 民 ニ ー ズ を 的 確 に 反 映 し た 質 の 高 い サ ー ビ ス の 提 供

が で き る よ う な 柔 軟 で 創 造 性 に 富 ん だ 行 政 シ ス テ ム 全 体 の 構 造 的 な 改 革 を 進 め

て い く た め の 指 針 で あ り 、 組 織 ・ 職 員 の 行 動 規 範 と し て 示 す も の で す 。  

 合 併 を 成 し 遂 げ 誕 生 し た 本 市 に あ っ て は 、 こ れ ま で の ま ち づ く り の 歩 み を 引

き 継 ぎ 、 地 域 の 個 性 を 尊 重 し な が ら 、 恵 ま れ た 地 域 資 源 の 有 効 活 用 を 図 り 、 地

域 の 一 体 感 の 醸 成 と 均 衡 の と れ た 、豊 か で 住 み や す い ま ち づ く り を 進 め る た め 、

「 第 ２ 次 行 政 改 革 」 を 第 二 の ス テ ッ プ と 捉 え 、 行 財 政 改 革 に 積 極 的 に 取 り 組 み

新 し い 公 共 空 間 の 創 出 を 推 進 し ま す 。  

 

Ⅰ  は じ め に  
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世 界 的 な 経 済 情 勢 、 社 会 環 境 の 急 激 な 悪 化 は 、 輸 出 産 業 の 収 支 の 悪 化 や 非

正 規 雇 用 者 の 大 量 解 雇 を は じ め と す る 雇 用 不 安 を 引 き 起 こ し 、 事 態 は 更 に 深

刻 化 し て い ま す 。 ま た 、 急 速 に 進 む 高 齢 化 、 出 生 率 の 低 下 に よ る 少 子 化 及 び

人 口 減 、 地 球 温 暖 化 対 策 な ど の 環 境 問 題 へ の 関 心 の 高 ま り 、 Ｉ Ｃ Ｔ * 1 を 利 活

用 し た 情 報 シ ス テ ム の 高 度 化 な ど 社 会 環 境 も 急 速 に 変 化 し て い ま す 。  

こ の よ う な 状 況 を 踏 ま え 、経 済 状 況 が 下 降 傾 向 に な る こ と も 予 想 し た 上 で 、

こ の 変 化 に 的 確 に 対 応 し た 行 政 の あ り 方 を 見 い だ す 必 要 が あ り ま す 。  

  国 と 地 方 の 関 係 に お い て は 、 三 位 一 体 改 革 等 の 構 造 改 革 路 線 が 進 行 し 、 か

つ 地 方 分 権 や 規 制 緩 和 の 流 れ の 中 で 、 公 共 事 業 を 民 間 の 資 金 ・ 経 営 能 力 ・ 技

術 能 力 を 活 用 し て 行 う 社 会 資 本 整 備 の 新 し い 手 法 で あ る Ｐ Ｆ Ｉ や 公 の 施 設 の

管 理 を 広 く 民 間 に も 任 せ ら れ る 指 定 管 理 者 制 度 の 創 設 な ど 、 地 方 公 共 団 体 に

対 し 地 域 独 自 の 個 性 に 根 ざ し た 創 意 工 夫 や よ り 良 い 自 治 体 経 営 が 強 く 求 め ら

れ て い ま す 。  

 

 

日 本 の 人 口 は 、 ２ ０ ０ ５ 年 の 人 口 動 態 調 査 で 統 計 を と り 始 め て 以 来 、 初 の

自 然 減 と な り 、 少 子 高 齢 化 を 伴 う 人 口 減 少 社 会 へ と 大 き く 転 換 す る こ と と な

り ま し た 。 本 市 の 人 口 も 近 年 は 微 増 傾 向 で し た が 、 経 済 情 勢 の 悪 化 等 に よ り

2007年 を ピ ー ク に 減 少 し て い ま す 。  

表 Ⅱ ― １ （ P3） 「 杵 築 市 将 来 推 計 人 口 」 を 分 析 す る と 、 杵 築 市 の 人 口 は

1985年 か ら 2005年 ま で の 20年 間 で △ 3.6％ の 減 少 率 で し た が 、 そ の 後 、

2025年 ま で の 20年 間 で は △ 9.8％ と 約 3倍 に な り 、 2035年 の 推 計 で は 2万

8千 人 を 下 回 り 、 減 少 の 加 速 化 が 予 測 さ れ ま す 。     

  人 口 構 造 を み る と 、 年 少 人 口 （ 0～ 14歳 ） は 、 合 計 特 殊 出 生 率 * 2の 低 下 や

子 ど も を 生 む 環 境 等 か ら 減 少 傾 向 に あ り 、2005年 に は 4千 人 、2025年 に は

3千 人 を 下 回 り 、そ の 影 響 で 生 産 年 齢 人 口（ 15～ 64歳 ）の 減 少 も 加 速 し て い

ま す 。  

子 ど も や 働 き 盛 り の 世 代 が 減 少 す る 一 方 で 、 団 塊 の 世 代 が 老 齢 期 を 迎 え た

現 在 、老 年 齢 人 口（ 65歳 以 上 ）は 、2015年 に 1万 1千 人 を 超 え 、2035年 の

推 計 で は 、そ の 割 合 も 40％ に 迫 る 勢 い で 、高 齢 化 社 会 が 一 層 進 ん で い き ま す 。 

ま た 、 老 齢 者 １ 人 に 対 す る 生 産 年 齢 人 口 の 割 合 は 、 1985年 の 3.4人 か ら

Ⅱ  更 な る 行 政 改 革 の 必 要 性  

１ ． 社 会 ・ 経 済 環 境 の 変 化１  

２ ． 人 口 構 造 の 変 化  ２  

＊1 ＩＣＴ・・・情報通信技術(Information and Communication Technology)。情報・通信に関連する技術
一般の総称(ネットワーク通信による情報・知識の共有が念頭に置かれた表現) 

＊2 合計特殊出生率・・・一人の女性が生涯に産む平均の子供の数を示す指標 
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2005年 は 1.9人 に 減 少 し 、 2035年 に お い て は 1.3人 と い う 、 か つ て 経 験 し

た こ と の な い 少 子 高 齢 化 社 会 の 到 来 が 見 込 ま れ ま す 。 こ れ は 社 会 的 な 扶 養 力

が 急 速 に 弱 ま っ て い く こ と を 意 味 し て い ま す 。  

こ の 人 口 規 模 の 縮 小 、 人 口 構 造 の 変 化 は 、 産 業 経 済 や 福 祉 、 教 育 、 暮 ら し

と い っ た あ ら ゆ る 分 野 に 様 々 な 影 響 を 及 ぼ す と 考 え ら れ ま す 。  

地 方 自 治 体 に お い て も 、 人 口 の 減 少 は 地 域 社 会 の 活 力 や 経 済 力 の 低 下 を ま

ね く と と も に 、 生 産 年 齢 人 口 の 減 少 に よ る 労 働 力 の 低 下 も 相 ま っ て 、 自 主 的

な 財 源 で あ る 税 収 悪 化 な ど の 影 響 も 予 想 さ れ 、 財 政 規 模 の 縮 小 も 見 込 ま れ ま

す 。  

こ れ ら の 状 況 に 的 確 に 対 応 す る た め に は 、 将 来 を 見 据 え 効 率 的 か つ 柔 軟 に

対 応 で き る 財 政 構 造 へ の 転 換 や 行 財 政 運 営 の 最 適 化 を 進 め 、 行 財 政 基 盤 の 強

化 を 図 る 必 要 が あ り ま す 。  

 

〔 表 Ⅱ ― １ 〕  

1 杵築市の人口

1985 年 1995 年 2005 年 2007 年 2009 年 2015 年 2025 年 2035 年

34,816 人 33,370 人 33,567 人 33,823 人 33,261 人 32,385 人 30,261 人 27,932 人

2 年少人口（０～14歳）及び割合

1985 年 1995 年 2005 年 2007 年 2009 年 2015 年 2025 年 2035 年

6,312 人 5,049 人 4,000 人 4,066 人 3,921 人 3,385 人 2,770 人 2,361 人

18.1 ％ 15.1 ％ 11.9 ％ 12.0 ％ 11.8 ％ 10.5 ％ 9.2 ％ 8.5 ％

3 生産年齢人口（15～64歳）及び割合

1985 年 1995 年 2005 年 2007 年 2009 年 2015 年 2025 年 2035 年

22,066 人 19,872 人 18,824 人 19,725 人 19,189 人 17,887 人 16,108 人 14,649 人

63.4 ％ 59.6 ％ 56.1 ％ 58.3 ％ 57.7 ％ 55.2 ％ 53.2 ％ 52.4 ％

4 老年齢人口（65歳以上）及び割合

1985 年 1995 年 2005 年 2007 年 2009 年 2015 年 2025 年 2035 年

6,438 人 8,449 人 9,807 人 10,032 人 10,151 人 11,113 人 11,383 人 10,922 人

18.5 ％ 25.3 ％ 29.2 ％ 29.7 ％ 30.5 ％ 34.3 ％ 37.6 ％ 39.1 ％

5 65歳以上の高齢者１人に対する生産年齢の人数

1985 年 1995 年 2005 年 2007 年 2009 年 2015 年 2025 年 2035 年

3.4 人 2.4 人 1.9 人 2.0 人 1.9 人 1.6 人 1.4 人 1.3 人

＊推計人口は、国立社会保障・人口問題研究所「市区町村別男女５歳階級別データ」による。

杵築市将来推計人口

推計人口国勢調査
住民基本台帳人口
（各年度３／31）
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① 地 方 財 政 の 現 状 と 課 題  

   国 と 地 方 の 行 政 サ ー ビ ス と 収 入 に は 大 き な ア ン バ ラ ン ス が 生 じ て い ま す 。

行 政 サ ー ビ ス の 実 施 割 合 が 国 と 地 方 で は ２ ： ３ で あ る の に 対 し て 、 税 収 入

の 割 合 は ３ ： ２ と な っ て お り 、 行 政 サ ー ビ ス と そ の 財 源 で あ る 税 収 入 の 関

係 は 逆 転 し て い ま す 。 こ の ア ン バ ラ ン ス を 地 方 交 付 税 や 国 庫 支 出 金 と い っ

た 、 国 か ら 地 方 へ の 財 源 再 分 配 制 度 で 調 整 し て い ま す 。 も と も と 財 源 再 分

配 制 度 は 、 地 方 の 財 政 力 の 格 差 を 是 正 す る こ と を 目 的 と し て 行 わ れ て き た

制 度 で す が 、 同 時 に こ の 制 度 の も と 歳 入 面 で 国 に 依 存 し て い る こ と か ら 、

二 つ の 弊 害 が 生 じ て い ま す 。  

   一 つ は 、 国 か ら の 財 源 移 転 に 付 随 し て さ ま ざ ま な 関 与 を 受 け る こ と で 、

地 方 自 治 体 に と っ て 自 主 的 な 意 志 決 定 の 欠 如 に つ な が っ て い る こ と 。 も う

一 つ は 、 歳 入 の 多 く を 国 に 依 存 し 自 己 負 担 が 少 な い こ と で 、 受 益 と 負 担 の

関 係 が あ い ま い と な り 、 地 方 公 共 団 体 の 財 政 運 営 に 対 す る コ ス ト 意 識 の 欠

如 に つ な が っ て い る こ と で す 。  

つ ま り 、 地 方 公 共 団 体 で 受 け る サ ー ビ ス の 経 費 は 、 自 ら の 決 定 に よ り 自

ら が 負 担 す る 「 受 益 と 負 担 の 一 致 」 と い う 自 治 の 基 本 を 損 な っ て い ま す 。  

   国 は 、 国 庫 支 出 金 の 廃 止 ・ 削 減 、 国 か ら 地 方 へ の 基 幹 税 の 税 源 移 譲 、 地

方 交 付 税 の 見 直 し を 同 時 に 行 う 三 位 一 体 の 改 革 に よ っ て 「 受 益 と 負 担 」 の

不 一 致 を 解 消 し 、 地 方 の 自 立 、 地 方 分 権 を 推 進 し て い ま す 。  

し た が っ て 、 本 市 で は 三 位 一 体 改 革 後 の あ り 方 を 想 定 し 、 更 な る 行 財 政

改 革 ・ 地 方 分 権 改 革 に 取 り 組 ま な け れ ば な り ま せ ん 。  
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〔 表 Ⅱ ― ２ 〕  

歳入総額 Ａ 17,684,102 構成比 17,354,040 構成比 17,929,312 構成比

うち地方税 2,903,204 16.4% 3,215,869 18.5% 3,294,376 18.4%

うち地方交付税 6,488,797 36.7% 6,247,463 36.0% 6,600,173 36.8%

うち地方債 2,598,400 14.7% 1,977,500 11.4% 2,014,809 11.2%

歳出総額 Ｂ 17,028,952 16,855,283 17,226,894

うち人件費 2,972,572 17.5% 3,003,831 17.8% 3,077,583 17.9%

（職員給） (1,925,996) 11.3% (1,957,578) 11.6% (1,894,354) 11.0%

うち扶助費 1,878,436 11.0% 1,957,986 11.6% 2,060,202 12.0%

うち公債費 2,360,395 13.9% 2,460,052 14.6% 2,575,346 14.9%

形式収支（Ａ－Ｂ） Ｃ 655,150 498,757 702,418

翌年度へ繰り越すべき財源 Ｄ 31,488 30,396 54,791

実質収支（Ｃ－Ｄ） Ｅ 623,662 468,361 647,627

標準財政規模 　 *1 Ｆ 9,775,473 9,621,708 10,428,726

財政力指数        *2 0.370 0.379 0.389

自主財源比率     *3 24.5% 29.5% 28.7%

経常収支比率     *4 90.1% 92.4% 90.4%

起債制限比率     *5 9.4% 9.3% 9.0%

公債費比率        *6 12.6% 13.1% 12.4%

公債費負担比率  *7 19.8% 20.5% 20.6%

実質収支比率（Ｅ／Ｆ） 6.4% 4.9% 6.2%

現債高倍率（Ｇ／Ｆ） *8 2.263 2.289 2.094

地方債現在高 Ｇ 22,119,965 22,024,719 21,837,281

財政健全化判断比率

実質赤字比率 － －

連結実質赤字比率 － －

実質公債費比率    *9 12.3% 11.3% 11.3%

将来負担比率       *10 74.6% 88.0%

基金残高 4,004,831 4,662,565 5,378,094

主要基金残高       *11 3,145,417 3,725,789 3,951,355

（注）各年度の数値は、普通会計決算額。

標準財政規模：

財政力指数：

自主財源比率：

経常収支比率：

起債制限比率：
公債費比率：

公債費負担比率：

現債高倍率：

実質公債費比率：
（早期健全化基準：25%）

将来負担比率
（早期健全化基準：350%）

主要基金残高：

*9 公債費による財政負担の度合いを判断する指標であり、公営企業の元利償還金に
対する繰出金、一部事務組合等に対する補助・負担金、公債費に準じる債務負担
行為など、実質的な公債費に費やした一般財源の額が標準財政規模に占める割合
を示すもので、これが18%以上になる場合は、起債にあたり許可が必要となり、
25%以上になると起債が一部制限される。

*11 財政調整基金、減債基金、市有施設整備基金、地域活力創出基金、職員退職手当基金

*10 地方公共団体の一般会計等の地方債や将来支払っていく可能性のある負担等の現
時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示すもの。

財政構造の弾力性を測定する比率で、人件費、扶助費、公債費等の義務的通常経
費に、地方税、地方交付税、地方譲与税を中心とした経常一般財源がどの程度充
当されたかをみるもの。この比率が低いほど、普通建設事業等の臨時的経費に充
当できる一般財源に余裕があり、財政構造が弾力性に富んでいることを示す。

地方債の発行に伴う毎年度の元利償還額に充当された一般財源の標準財政規模に
対する比率で、団体の財政力に対する公債費の負担の割合を示すものである。

公債費に充当された一般財源の一般財源総額に対する割合で、財政運営の硬直性
を把握する指標となる。

今後償還すべき地方債現在高の標準財政規模に対する指数で、将来の公債費負担
及び地方債発行可能額を把握する指標となる。

*4

*5
*6

*7

*8

（単位：千円）

指
標
 
等

杵築市の財政状況

平成18年度 平成19年度 平成20年度

決
算
収
支
の
状
況

当該団体の一般財源の標準規模を示すもので、標準的な税収入額と普通交付税額
を合算したもの。

地方公共団体の財政力を示す指数として用いられ、この数値が高いほど財源に余
裕があるものとされている。

地方公共団体自ら、その権能を行使して調達することができる財源で、歳入に占
める自主財源の割合が高いほど行政活動の自主性と安定性が高いとされている。

*1

*2

*3
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 ② 地 方 交 付 税 の 機 能 と 課 題  

   地 方 交 付 税 は 、 主 に 各 地 方 公 共 団 体 間 の 財 源 の 均 衡 化 を 図 る 財 政 調 整 機

能 と 、 地 方 交 付 税 の 総 額 が 国 税 ５ 税 の 一 定 割 合 と し て 法 定 さ れ る こ と に よ

り 、 地 方 公 共 団 体 全 体 に 対 し 総 体 と し て 財 源 を 保 障 し て い る と い う マ ク ロ

的 な 財 源 保 障 機 能 と 基 準 財 政 需 要 額・基 準 財 政 収 入 額 と い う 基 準 を 通 じ て 、

ど の 地 方 公 共 団 体 に 対 し て も 行 政 の 計 画 的 な 運 営 が 可 能 と な る よ う に 、 必

要 な 財 源 を 保 障 す る と い う ミ ク ロ 的 な 財 源 保 障 機 能 を 有 し ま す 。 ま た 、 一

定 水 準 の 行 政 が 確 保 で き る よ う 財 政 力 の 低 い 地 方 公 共 団 体 に 財 源 を 補 て ん

す る た め に 、 国 に い っ た ん プ ー ル し て か ら 交 付 さ れ る 税 で あ っ て 、 各 地 方

公 共 団 体 が 自 由 に 使 え る 一 般 財 源 で す 。  

   地 方 交 付 税 に は 、政 策 誘 導 機 能 が あ り ま す 。基 準 財 政 需 要 額 の 算 定 に は 、

国 の 政 策 の 意 図 や 判 断 も 含 ま れ て お り 、 地 方 交 付 税 を 通 じ て 各 地 方 公 共 団

体 に こ れ を 伝 達 す る 機 能 を 有 し ま す 。 例 え ば 、 合 併 を 促 進 す る た め に 交 付

税 上 有 利 な 取 扱 い を す る こ と な ど が あ り ま す 。  

   そ の 他 に 国 庫 補 助 負 担 金 の 代 替 的 機 能 や 政 治 的 ・ 経 済 的 な 政 策 と し て の

機 能 が あ り ま す 。  

   こ の よ う に 地 方 交 付 税 は 多 く の 機 能 を 有 す た め に 、 財 政 調 整 が 過 度 に 働

き 、更 に 地 方 交 付 税 の 依 存 は 、「 受 益 と 負 担 の 一 致 」と い う 自 治 の 根 本 原 則

を 損 な い 、 地 方 公 共 団 体 の 自 主 ・ 自 存 は 困 難 と な り ま す 。  

   表 Ⅱ ― ２ (P5)「 杵 築 市 の 財 政 状 況 」 は 、 平 成 18 年 度 か ら 平 成 20 年 度

ま で の 決 算 収 支 の 状 況 と 指 標 等 の 推 移 で す 。 地 方 交 付 税 の 歳 入 総 額 に お け

る 構 成 比 は 、 平 成 18 年 度 ～ 36.7%、 平 成 19 年 度 ～ 36.0%、 平 成 20 年

度 ～ 36.8%で あ り 、1/3 以 上 を 地 方 交 付 税 に 依 存 し て い る こ と に な り ま す 。

こ れ は 財 政 力 指 数 （ 平 成 18 年 度 ～ 0.370、 平 成 19 年 度 ～ 0.379、 平 成

20 年 度 ～ 0.390） 、 自 主 財 源 比 率 （ 平 成 18 年 度 ～ 24.5％ 、 平 成 19 年

度 ～ 29.5％ 、 平 成 20 年 度 ～ 28.7％ ） の 低 さ か ら も 分 か る よ う に 、 い か

に 国 に 依 存 す る 不 安 定 な 財 政 運 営 を 行 っ て い る か を 意 味 し て い ま す 。 つ ま

り 、 地 方 交 付 税 の 動 向 が 杵 築 市 の 財 政 運 営 に 多 大 な 影 響 を 与 え る ほ ど 直 結

し て い る の で す 。  

 

 

 

 

 

 



 

第 2 次行政改革大綱 

7 

③ 地 方 交 付 税 の 削 減  

   市 町 村 合 併 に 伴 う 財 政 上 の 特 例 と し て 、 合 併 年 度 及 び こ れ に 続 く 10 年

間 は 合 併 が な か っ た と 仮 定 し て 毎 年 度 算 定 し た 普 通 交 付 税 を 全 額 保 障 し 、

そ の 後 5 年 間 で 増 加 額 を 段 階 的 に 縮 減 さ せ る こ と に な っ て い ま す 。  

   表 Ⅱ ― ３ は 「 交 付 税 の 合 併 算 定 替 」 の フ ロ ー 図 で す 。 平 成 17 年 10 月

1 日 に 合 併 し た 杵 築 市 に お い て は 、 平 成 27 年 度 ま で 全 額 保 障 さ れ 、 平 成

28 年 度 か ら 平 成 32 年 度 の 5 年 間 で 激 変 緩 和 措 置 が 講 じ ら れ ま す 。  

し た が っ て 、 平 成 27 年 度 ま で 毎 年 約 ９ 億 ５ 千 万 円 の 地 方 交 付 税 を 優 遇

さ れ る こ と と な り ま す が 、 平 成 28 年 度 か ら の 減 額 に 備 え た 体 制 を 整 え る

必 要 が あ り ま す 。  

 

【交付税の合併算定替と一本算定の差額】 

平成 21 年度  1,016,816 千円 

平成 20 年度    962,429 千円 

平成 19 年度    910,338 千円 

平成 18 年度    902,192 千円 

 

≪ 年 平 均   947,944 千円≫ 

 

〔 表 Ⅱ － ３ 〕  

【 交 付 税 の 合 併 算 定 替 】  
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④ 増 大 す る 地 方 債 残 高  

   国 と 地 方 の 財 政 に お い て 、 税 収 と 歳 出 と の 間 に は 巨 大 な ギ ャ ッ プ が 生 じ

て お り 、そ の ギ ャ ッ プ を 国 債 や 地 方 債 と い う 借 金 に よ り 補 て ん し て い ま す 。

景 気 対 策 な ど を 理 由 と し た 歳 出 拡 大 に よ り 、 こ の ギ ャ ッ プ は 拡 大 し 、 国 と

地 方 の 長 期 債 務 残 高 は 平 成 20 年 度 末 で 約 770 兆 円 、 Ｇ Ｄ Ｐ 比 154.8%

に 達 し ま し た 。更 に 平 成 21 年 度 末 の 政 府 見 通 し で は 、800 兆 円 を 大 幅 に

上 回 る 見 込 み で す 。  

   本 市 も 例 外 で は な く 、普 通 会 計 の 地 方 債 現 在 高 は 平 成 18 年 度 末 約 221

億 円 を ピ ー ク に 、ほ ぼ 横 ば い 状 態 に あ り ま す 。そ の 返 済 に か か る 公 債 費 は 、

平 成 20 年 度 に は 約 25 億 8 千 万 円 に 達 し 、公 債 費 負 担 比 率 も 20.6%と な

り 、 財 政 の 硬 直 化 の 一 因 と な っ て い ま す 。  
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  杵 築 市 総 合 計 画 に お い て 掲 げ た 本 市 の 将 来 像 「 歴 史 と 文 化 の 薫 り 高 き  豊

か な 感 性 が あ ふ れ る ま ち 」 を 実 現 す る に は 、 行 政 の あ り 方 を 根 本 的 に 見 直 す

必 要 が あ り ま す 。 簡 素 で 効 率 的 な 行 政 シ ス テ ム の 確 立 と 行 政 運 営 の 透 明 性 の

確 保 や 情 報 の 共 有 化 を 一 層 推 進 す る こ と に よ り 、 市 民 と 行 政 と の 協 働 の ま ち

づ く り を 進 め 、 時 代 の 変 化 に 的 確 に 対 応 で き る 行 政 経 営 体 へ と 更 に 行 政 改 革

を 推 進 し ま す 。 そ の た め の 指 針 と し て 「 第 ２ 次 行 政 改 革 大 綱 」 を 定 め る も の

と し ま す 。  

 

 

  平 成 18 年 6 月 に 策 定 し た 「 新 た な 行 政 改 革 大 綱 」 を 実 現 す る た め に 、 平

成 18 年 度 ～ 平 成 21 年 度 の 「 杵 築 市 行 政 改 革 集 中 改 革 プ ラ ン 」 を 定 め 、 具

体 的 な 取 り 組 み を 進 め て き ま し た 。  

  そ の 「 新 た な 行 政 改 革 大 綱 」 の 理 念 を 継 承 し た 「 第 ２ 次 行 政 改 革 大 綱 」 を

策 定 し 、 大 綱 の 実 施 計 画 と な る 「 行 政 改 革 ア ク シ ョ ン プ ラ ン 」 を 定 め 、 引 き

続 き 行 財 政 改 革 の 取 り 組 み を 推 進 し ま す 。  

 

 

「 杵 築 市 総 合 計 画 」の 基 本 構 想（ ま ち づ く り の 将 来 目 標 と 実 現 の た め の 基

本 方 針 ）の 期 間 が 、平 成 19 年 度 か ら 平 成 28 年 度 で あ る こ と か ら 、「 第 ２ 次

行 政 改 革 大 綱 」 の 計 画 期 間 は 、 平 成 22 年 度 を 初 年 度 と し て 、 平 成 28 年 度

ま で の ７ 年 間 と し ま す 。  

こ の 大 綱 の 目 的 を 達 成 す る た め の 具 体 的 な 取 り 組 み を 計 上 し た「 行 政 改 革

ア ク シ ョ ン プ ラ ン 」の 計 画 期 間 は 、「 前 期 」を 平 成 22 年 度 か ら 平 成 24 年 度

ま で の ３ 年 間 、「 後 期 」 を 平 成 25 年 度 か ら 平 成 28 年 度 ま で の 4 年 間 と し

ま す 。  

26 27 28

年度

22 23 24 2518 19 20 21

新たな行政改革大綱 第２次行政改革大綱大綱

実施
計画

杵築市行政改革
集中改革プラン

行政改革アクションプラン

前期(H22～24) 後期(H25～28)

 

Ⅲ  第 ２ 次 行 政 改 革 大 綱 の 方 針  

１ ． 行 政 改 革 大 綱 の 意 義  

２ ．「 第 ２ 次 行 政 改 革 大 綱 」 の 位 置 付 け

３ ．行 政 改 革 大 綱 と 実 施 計 画 の 計 画 期 間

１  

２  

３  
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  現 在 の 社 会 経 済 情 勢 や 人 口 構 造 の 変 化 、 さ ら に は 平 成 ２ ８ 年 度 か ら 地 方 交

付 税 の 合 併 特 例 措 置 期 間 の 終 了 に 伴 う 段 階 的 削 減 等 を 考 え た と き 、 安 定 し た

行 政 サ ー ビ ス を 継 続 し て 実 施 で き る 行 政 経 営 へ と 体 制 を 整 え て い く 必 要 が あ

り ま す 。  

  そ の た め 、長 期 的 な 視 点 か ら 第 2 次 行 政 改 革 大 綱 の 期 間 中 に お け る 取 組 み

の 主 要 な 指 標 を 次 の と お り 定 め る と と も に 、 行 政 改 革 ア ク シ ョ ン プ ラ ン に お

い て 具 体 的 な 取 組 内 容 や 数 値 目 標 を 設 定 し 、 計 画 的 に 実 効 性 の あ る 行 政 改 革

を 推 進 し て い き ま す 。  

 

① 職 員 数 に 関 す る こ と  

 

 

 

   行 政 運 営 を よ り 簡 素 化 ･効 率 化 し 、事 務 事 業 や 行 政 シ ス テ ム の 改 善 を 図 る

と と も に 、 市 民 ･民 間 部 門 と 行 政 の 役 割 を 見 直 し 、 必 要 な も の は 市 民 ･民 間

部 門 に 委 ね て い く こ と に よ り 、 定 員 管 理 の 適 正 化 を 推 進 し ま す 。  

 

【 職 員 数 の 推 移 】                                 （ 単 位 ： 人 ） 

 H17 .4 .1 H18 .4 .1 H19 .4 .1 H20 .4 .1 H21 .4 .1 
Ｈ17 と H21

と の 比 較

普 通 会 計  340 333 337 323 304 △ 36

 

一 般 行 政  270 267 270 259 242 △ 28

教 育  70 66 67 64 62 △ 8

公 営 企 業 等 会 計  221 211 198 199 201 △ 20

 

上 下 水 道 ･ 国 保

介 護 ･ 後 期 高 齢  
72 57 39 38 43 △ 29

病 院  149 154 159 161 158 9

職 員 数  561 544 535 522 505 △ 56

 

病 院 を 除 く 職 員  412 390 376 361 347 △ 65

病 院 職 員  149 154 159 161 158 9

 

 

 

３ ． 行 政 改 革 の 数 値 目 標  ４  

《 指 標 》  職 員 (山 香 病 院 を 除 く )の 新 規 採 用 を 退 職 予 定 者 ３ 人 に 1 人 の  

割 合 で 行 う こ と に よ り 、 定 員 管 理 の 適 正 化 を 推 進 し ま す 。  
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② 市 税 の 収 納 率 に 関 す る こ と  

 

 

 

  歳 出 の 効 率 化 と あ わ せ 、 歳 入 （ 自 主 財 源 ） の 確 保 は 重 要 課 題 で す 。 税 負

担 の 公 平 性 の 観 点 等 か ら 、 収 納 方 法 や 滞 納 対 策 を 強 化 し 、 市 税 収 納 率 の 向

上 を 図 り ま す 。  
 
【 市 税 収 納 率 の 推 移 】                      （ 単 位 ： ％ ） 

 平 成 17 年 度 平 成 18 年 度 平 成 19 年 度  平 成 20 年 度

杵 築 市  
現 年 課 税 分  96． 0 95． 6 95． 2  96． 0 

滞 納 繰 越 分  7． 5 5． 8 6． 1  7． 5 

大 分 県  

平 均  

現 年 課 税 分  98． 0 98． 1 97． 9  97． 9 

滞 納 繰 越 分  15． 6 15． 0 16． 0  16． 4 

 

 ③ 財 政 指 標 に 関 す る こ と  

 

 

 

大 規 模 事 業 等 に よ る 地 方 債 残 高 の 増 高 が 予 想 さ れ る な か 、 地 方 債 の 発 行

に あ た っ て は 、 事 業 計 画 の 見 直 し や 事 業 の 厳 選 、 後 年 度 負 担 を 十 分 検 討 し

効 率 的 に 行 い ま す 。 特 に 、 基 金 の 活 用 に つ い て は 、 社 会 資 本 の 整 備 や 建 設

事 業 計 画 な ど を 勘 案 し 、 計 画 的 な 積 立 て と 積 極 的 な 活 用 を 図 り な が ら 、 実

質 債 務 残 高 の 増 高 を 抑 え ま す 。 さ ら に 、 財 政 指 標 と な る 各 種 数 値 の 分 析 等

も 行 い な が ら 、 健 全 な 財 政 運 営 を 図 り ま す 。  

 
【 普 通 会 計 の 実 質 債 務 残 高 の 推 移 】              （ 単 位：百 万 円 ） 

 平 成 17 年 度 平 成 18 年 度 平 成 19 年 度  平 成 20 年 度

地 方 債 残 高  （ A）  21， 491 22， 120 22， 025  21， 837 

債 務 負 担 行 為 額  （ B）  576 1， 901 810  843 

主 要 基 金 残 高  （ C）  2， 768 3， 145 3， 726  3， 951 

実 質 収 支 額  （ D）  185 624 468  648 

実 質 債 務 残 高  
（ A ＋ B － C － D ）  （ E）  19， 114 20， 252 18， 641  18， 081 

標 準 財 政 規 模  （ F）  9， 579 9， 775 9， 622  10， 429 

実 質 債 務 残 高 倍 率  

（ E ／ F × 1 0 0 ）  
（ G）  200％  207％  194％   173％  

※ 地 方 債 残 高  長 期 の 借 入 金 残 高  
※ 債務負担行為額  将来的な支出が約束された額（数年にわたる建設工事や土地買収費用） 
※ 主 要 基 金 残 高  財政調整基金､減債基金､市有施設整備基金､地域活力創出基金､職員退職手当基金 
※ 実 質 収 支 額  収入－支出－翌年度に繰り越すべき財源の額 

《 指 標 》   市 税 の 収 納 率 を 現 年 課 税 分 ９ ８ ％ 以 上 、 滞 納 繰 越 分 １ ５ ％  

以 上 と し ま す 。  

《 指 標 》  実 質 債 務 残 高 倍 率 を 200％ 未 満 に 抑 制 し ま す 。  

（ 実 質 債 務 残 高 倍 率 は 、 200％ 超 で 要 注 意 団 体 、 300％ 超 で 危 機 的 団 体 ）
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市 民 と 行 政 が 、 そ れ ぞ れ の 持 つ 特 性 を 生 か し な が ら 、 補 完 し 合 い 、 協 力 し

合 い 、 社 会 的 問 題 に 当 た る 「 協 働 の ま ち づ く り 」 を 実 践 し 、 本 市 の 将 来 像 の

実 現 を 目 指 し ま す 。  

  ま た 、 限 ら れ た 経 営 資 源 を 最 大 限 活 用 し 、 最 小 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 上 げ

る 行 政 運 営 に 努 め な が ら 、 市 民 が 求 め る 最 良 の 行 政 サ ー ビ ス を 提 供 し 、 市 民

満 足 の 向 上 を 目 指 し ま す 。  

  こ の 目 的 を 達 成 す る た め 、 価 値 前 提 の 行 政 経 営 を 構 築 し 、 市 民 が 安 心 し て

い き い き と 元 気 に 暮 ら し 続 け る こ と が で き る ま ち づ く り を 実 現 し ま す 。  

 

《  事 実 前 提 か ら 価 値 前 提 へ の 転 換  》  

従 来 の 行 政 で は 、 今 ま で 積 み 上 げ て き た も の を 前 提 と す る 「 事 実 前 提 」 で

物 事 を 考 え 、 目 の 前 の 事 実 に 基 づ い て 意 思 決 定 を 行 っ て き た 姿 勢 が あ り ま し

た 。 事 実 の み を 判 断 の 基 準 に す る と 、 短 期 的 な 目 先 の 利 益 の み に 目 が 奪 わ れ

て し ま い 、 時 に は 長 期 的 に み て 誤 っ た 意 思 決 定 を 行 っ て し ま う か も し れ ま せ

ん 。 あ る い は 、 手 段 の 選 択 の み に 目 を 奪 わ れ て 目 的 の 為 に は 手 段 を 選 ば ず と

い う 、 誤 っ た 方 向 に 向 か う 危 険 性 が あ り ま す 。  

対 し て 「 価 値 前 提 」 で は 、 組 織 の 「 あ る べ き 姿 」 は 何 な の か 、 理 念 や ビ ジ

ョ ン を 明 確 に し 、 ど こ を 目 指 し 何 に 価 値 の 中 心 を 置 く か を ま ず 明 ら か に し ま

す 。 つ ま り 、 長 期 的 で 恒 常 的 な 目 的 を 意 味 し て お り 、 環 境 の 変 化 な ど に よ っ

て 短 期 的 に 変 わ る も の で は あ り ま せ ん 。 そ の 理 念 に 基 づ い て 行 動 規 範 や 行 動

指 針 を 作 成 し 、 行 政 経 営 を し て い け ば 、 具 体 的 に ど の よ う に 行 動 す れ ば 良 い

か 迷 っ た 時 、 こ の 理 念 に 照 ら し 合 わ せ て 行 動 す れ ば よ い の で す 。  

組 織 の 目 指 す も の が 明 確 で あ れ ば 、 迷 わ ず に 物 事 を 判 断 す る 事 が 出 来 る よ

う に な る の で す 。  

 

◇ 「 価 値 前 提 」 と 「 事 実 前 提 」  

「 事 実 前 提 」（ い ま あ る 課 題 の 解 決 ）  

     既 存 の や り 方 、 既 存 の 考 え 方 の 中 で 、 改 善 を 繰 り 返 す 。  

・ 多 く の 改 善 項 目 に 対 処 し ､あ る 程 度 成 果 は 出 る が 従 来 と 変 わ ら な い 。  

・ 既 存 の や り 方 、 考 え 方 に 大 き な 問 題 ・ 課 題 が あ る 可 能 性 に 気 づ く こ と が で き

な い 。  

  「 価 値 前 提 」（ あ る べ き 価 値 の 実 現 ）  

    ど の よ う な 価 値 を 提 供 す る 組 織 に な る か を 考 え る 。  

・ そ の 価 値 実 現 か ら 現 状 を と ら え る 。  

Ⅳ  行 政 改 革 の 基 本 的 考 え 方  

１ ． 行 政 改 革 の 目 的  １  
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  杵 築 市 が 目 指 す 住 民 本 位 で 高 品 質 な 行 政 経 営 を 進 め 、 市 民 の 多 様 化 す る ニ

ー ズ や 地 域 の 特 性 を 最 大 限 に 活 か し な が ら 、 杵 築 市 全 体 あ る い は 地 域 に と っ

て 最 も 望 ま し い 状 態 に 達 す る よ う 、行 政 改 革 に 取 り 組 ま な け れ ば な り ま せ ん 。 

  「 第 ２ 次 行 政 改 革 大 綱 」 の 策 定 に あ た り 、 柔 軟 で ス ピ ー ド 感 あ ふ れ る 、 市

民 満 足 の 高 い 行 政 運 営 を 可 能 と す る た め 、 次 の ３ つ の 視 点 を 柱 と し て 行 政 改

革 を 進 め て い き ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 協 働 ～  

 協 働 と は 「 市 民 が お 互 い に 、  

そ し て 市 民 と 行 政 と が そ れ ぞ れ  

持 つ 特 性 を 活 か し な が ら 、 補 完  

し 合 い 、 協 力 し 合 い 、 社 会 的 課  

題 の 解 決 に あ た る こ と 」 を 言 い  

ま す 。  

 

 

２ ． 基 本 理 念  

 

◆  市 政 創 造   

  “ あ る べ き 姿 ”（ ビ ジ ョ ン ） を 定 め 、 杵 築 市 の 置 か れ て い る 現 状 を あ ら  

ゆ る 観 点 か ら 把 握 し 、 あ る べ き 姿 と 現 状 の ギ ャ ッ プ を 課 題 と し て 洗 い  

出 し 、 そ の 課 題 を 解 決 し 、 あ る べ き 姿 に 近 づ け る た め の 革 新 計 画 を 遂  

行 し 続 け る 「 市 政 創 造 」 の 改 革  

 

◆  協   働   

  よ り 安 全 で 住 み よ い 魅 力 あ ふ れ る ま ち の 実 現 に 向 け 、 市 民 と 行 政 が 相 互  

理 解 を 深 め 、お 互 い に 共 通 の 認 識 を 持 ち 、「 協 働 」し て ま ち づ く り を 推 進

す る “ 新 た な 公 共 ” に 向 け た 改 革  

 

◆  行 政 経 営   

経 営 の 感 覚 を 持 っ た 職 員 の 育 成 や 行 政 機 能 の 向 上 に よ り 、 行 政 サ ー ビ ス  

の 品 質 を 高 め 、 市 民 の 満 足 度 を 向 上 さ せ る 「 行 政 経 営 」 の 改 革  

基  本  理  念  

２  

よ り 良 い 地 域 と 豊 か な 暮 ら し の 実 現

行 政

市 民

市 民 参 画 ･活 動

支 援 ･連 携

市 民 と 行 政

の 協 働

市 民 と 行 政 の 協 働 に よ る ま ち づ く り

自 立 ･対 等 ･役 割 分 担
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先 の 基 本 理 念 の も と 行 政 改 革 の 目 的 を 達 成 す る た め に 、 次 の ３ つ の 重 点 改 革

項 目 を 基 本 的 方 向 と 定 め 改 革 を 推 進 し ま す 。  

 

 
 

多 様 化 す る 行 政 課 題 に 迅 速 か つ 的 確 に 対 応 で き る 行 政 運 営 を 行 っ て い く た

め に は 、 よ り 簡 素 で 効 率 的 か つ 機 動 性 の あ る 行 政 経 営 体 と な る 必 要 が あ り ま

す 。  

新 た な 行 政 課 題 や 市 民 ニ ー ズ に 柔 軟 に 対 応 し 、 市 民 の 視 点 に 立 っ た 施 策 を

展 開 で き る 地 方 分 権 時 代 に ふ さ わ し い 組 織 ・ 機 構 へ と 整 備 を 図 り 、 継 続 的 に

見 直 し を 行 い ま す 。  

さ ら に 、行 政 サ ー ビ ス の 担 い 手 で あ る 職 員 の 資 質 の 向 上 と 意 識 改 革 に 努 め 、

高 い 使 命 感 と 意 欲 、 経 営 感 覚 を 持 っ て 主 体 的 に 取 り 組 む こ と が で き る 人 材 の

育 成 を 推 進 し ま す 。  

ま た 、 市 民 に わ か り や す い 形 で 積 極 的 に 情 報 提 供 を 行 い 、 情 報 の 共 有 化 を

図 る と と も に 、 開 か れ た 透 明 性 の 高 い 行 政 経 営 を 推 進 し ま す 。  

 

 

 

地 方 分 権 の 進 展 に 伴 い 、 地 方 自 治 体 に は 、 こ れ ま で 以 上 に 地 域 性 を 活 か し

た 個 性 豊 か な ま ち づ く り と 質 の 高 い サ ー ビ ス が 求 め ら れ て い ま す 。  

多 様 化 す る 市 民 ニ ー ズ や 地 域 課 題 に 的 確 に 対 応 し た 魅 力 あ る ま ち づ く り を

進 め る に は 、 行 政 の 役 割 は も ち ろ ん の こ と 、 市 民 の 担 う 役 割 も 大 き く 、 適 切

な 役 割 分 担 に 基 づ く パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 確 立 が 重 要 で す 。  

こ の た め 、 本 市 の ま ち づ く り の 方 向 性 や 市 政 運 営 の あ り 方 を 明 確 に す る た

め の 基 本 と な る 条 例 を 定 め る な ど 、 基 本 的 な ル ー ル を 示 し な が ら 、 行 政 と 市

民 が 連 携 ・ 協 力 し 地 域 の 様 々 な 課 題 に 取 り 組 む 、 協 働 に よ る ま ち づ く り と 地

域 分 権 型 社 会 の 推 進 を 図 り ま す 。  

ま た 、 政 策 立 案 か ら 事 業 実 施 に 至 る 様 々 な 段 階 で 、 市 民 が 自 主 的 に 参 画 で

き る 機 会 を 拡 充 し 、 市 民 と 行 政 の 信 頼 関 係 を 構 築 し な が ら 、 公 共 サ ー ビ ス の

質 を 高 め 市 民 満 足 の 高 い ま ち づ く り を 進 め ま す 。  

 

 

Ⅴ  行 政 改 革 の 推 進  

1．新 た な 価 値 を 創 造 し 、市 民 本 位 の 視 点 に 立 っ た 行 政 経 営 の 実 現  

２ ． 市 民 参 画 と 協 働 に よ る 多 元 的 な 公 共 サ ー ビ ス の 提 供  

１  

２  
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市 税 、 地 方 交 付 税 な ど の 一 般 財 源 は 抑 制 基 調 に あ る な か 、 広 範 か つ 多 様 な

行 政 需 要 に 対 し 、 将 来 に わ た り 安 定 し た 市 民 サ ー ビ ス を 提 供 し て い く に は 、

長 期 に 安 定 し た 財 政 基 盤 と 弾 力 性 の あ る 財 政 構 造 を 確 立 す る こ と が 不 可 欠 で

す 。  

限 ら れ た 財 源 を 有 効 に 活 用 す る た め 、「 人 材 、施 設 ・ 設 備 、財 務 、情 報 」な

ど の 経 営 資 源 を 効 果 的 に 活 用 す る と と も に 、 施 策 や 事 業 の 優 先 度 や 投 資 効 果

等 を 常 に 意 識 し 、 将 来 に お い て も 安 定 し た 行 政 サ ー ビ ス の 継 続 が 可 能 と な る

行 財 政 運 営 を 推 進 し ま す 。  

ま た 、 経 常 経 費 の 抑 制 、 自 主 財 源 の 安 定 確 保 、 後 年 度 の 財 政 負 担 を 考 慮 し

た 適 正 規 模 の 市 債 発 行 に 努 め 、 財 政 の 弾 力 性 を 確 保 し 歳 入 歳 出 均 衡 の 原 則 に

基 づ く 自 主 性 ・ 自 立 性 の 高 い 健 全 な 財 政 基 盤 の 確 立 を 図 り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ ． 持 続 可 能 な 財 政 基 盤 と 弾 力 性 の あ る 財 政 構 造 の 確 立  ３  



 

第 2 次行政改革大綱 

16 

 

 

 
 

第 2 次 行 政 改 革 大 綱 で は 、行 政 改 革 を 実 行 し て い く に あ た っ て の「 基 本 理

念 」 と 「 重 点 改 革 項 目 」 を 定 め 改 革 を 進 め ま す 。 ま た 、 具 体 的 な 行 動 計 画 で

あ る 「 行 政 改 革 ア ク シ ョ ン プ ラ ン 」 を 一 体 の 計 画 体 系 と し ま す 。  

具体的な行動計画

重点改革項目

基本理念

◇市政創造

◇協働

◇行政経営

Ⅰ．新たな価
値を創造し、市
民本位の視点に
立った行政経営
の実現

Ⅱ．市民参画と
協働による多元
的な公共サービ
スの提供

Ⅲ．持続可能な
財政基盤と弾力
性のある財政構
造の確立

第
２
次
行
政
改
革
大
綱

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン

 

 

 

  第 2 次 行 政 改 革 大 綱 で 定 め た 基 本 方 針 ・ 重 点 改 革 項 目 に 基 づ い て 、個 別 に

具 体 的 な 項 目 、 取 組 内 容 、 実 施 年 度 、 目 標 値 等 を 設 定 し た 「 ア ク シ ョ ン プ ラ

ン 」 を 掲 げ 、 行 政 改 革 の 推 進 を 図 り ま す 。  

  な お 、 計 画 期 間 中 、 事 業 実 績 や 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 に 対 応 で き る よ う に 、

毎 年 度 見 直 し を 行 い ま す 。  

 

 

行 政 改 革 の 目 的 を 達 成 し 、 基 本 理 念 を 実 現 し て い く た め に 、 職 員 一 人 ひ と

り が 危 機 意 識 ・ 改 革 意 欲 を 共 有 し 、 全 庁 あ げ て 主 体 的 に 改 革 に 取 り 組 ん で い

き ま す 。  

進 捗 状 況 等 に つ い て は 、 内 部 組 織 で あ る 「 行 政 改 革 推 進 本 部 」 に お い て 適

正 な 推 進 管 理 を 行 い ま す 。  

ま た 、有 識 者 ･市 民（ 公 募 ）で 構 成 さ れ る 第 三 者 機 関 の「 行 政 改 革 推 進 委 員

会 」 で 進 捗 状 況 に つ い て 外 部 評 価 を 行 い 提 言 や 助 言 を い た だ き な が ら 、 よ り

実 効 性 の あ る も の に し て い き ま す 。 そ の 内 容 等 に つ い て は 広 報 紙 や ホ ー ム ペ

ー ジ 等 を 通 じ て 広 く 市 民 に 公 表 し て い き ま す 。  

Ⅵ  第 2 次 行 政 改 革 大 綱 の 枠 組 み  

５ ． 行 政 改 革 ア ク シ ョ ン プ ラ ン

４ ． 計 画 体 系  １  

２  

６ ． 推 進 体 制  ３  
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行政改革推進委員会

○アクションプランの進捗状況

について評価や助言を行う

（構成）５人以内

学識経験のある者

市民

行政改革推進本部
◎本部

○行政改革大綱の策定･実施ならびに推進

管理を行う

（構成）

本 部 長～市長

副本部長～副市長、教育長

本 部 員～市長政策室長、総務課長、
企画財政課長、山香振興課長

大田振興課長、議会事務局長

その他市長が必要と認める者

◎専門部会（必要に応じて本部長が設置）

○行政改革に関する重要事項等について

調査･研究する

（構成）
部会長～市長政策室長

部会員～本部長が必要と認める者

担当課（所管課･実施課）

○大綱及びアクションプランを「計画･実施･
点検･見直し」のサイクルで推進する

行政改革審議会

○行政改革の推進に関する事項

を審議し、答申する

（構成）15人以内

学識経験のある者

関係団体の推薦を受けた者
市民（公募）

その他市長が必要と認める者

市 議 会

市 民

市 長

指
示

諮 問

報 告

評価･助言

報
告

事務局
市長政策室

答 申

計画
Plan

見直し
Action

実行
Do

点検
Check

意 見

報告･公表

～ 行政改革推進体制概念図～

 


